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高等特別支援学校等の
教育方針・教育課程について
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職業教育を中核とした高等部教育を行い、

卒業後の企業就労等を目指す教育方針

〇知的障害特別支援学校高等部の
教育課程による教育

〇企業就労（障害者雇用）等による
自立と社会参加を目指す教育

高等特別支援学校等の教育方針
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学校見学会、ホームページ等
を活用して、

充分な把握・理解をお願いします

高等特別支援学校等に

共通した教育方針

３校それぞれの

教育課程の特色

志願資格要件（１）～（６）を満たしていること

横浜市立高等特別支援学校等を
志願するにあたって
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横浜市立高等特別支援学校等を
志願するにあたって

志願資格要件（１）～（６）を満たしていること

当該校の教育課程の履修が可能であるか

志願先校が選抜検査で判断

前提として・・・

高等特別支援学校等の教育方針に

十分な理解を示していること
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学校種による比較

高等学校 県立高等学校
インクルーシブ

教育実践推進校

市立

高等特別支援学校等

県立支援学校

市立特別支援学校

教育
課程

高等学校

教育課程

高等学校教育課程 特別支援学校（知的
障害）高等部・教育
課程
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高等部・教育課程

卒業
資格

高等学校
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進学、一般
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進学、職業訓 練機
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サービスの利用な
ど

手帳活用による企業
等への就労

手帳活用による福
祉就労から

企業就労など

幅広く
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進路に向けて

校内での実習
企業等における現場実習（企業見学）

自立に向けた様々な知識や技能
社会で働くための基礎的な力 等
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卒業後の進路に関して
一人ひとりに合わせた指導・支援を行っている

職種

・オフィスサービス・介護・医療・保育・

・フードサービス・製造・清掃・販売・流通

・加工（食品・非食品）・ロジスティクス 等

校内での実習、現場実習を通じて

本人の志望や状況に合わせた指導・支援をして
いきます。
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卒後（定着）支援

定着支援（各校共通）

卒業後３年間
定期的に卒業生の進路先を訪問し、
職場への定着を支援しています。
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募集要項について
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1 志願資格
（募集要項１ページ上の方）

志願資格を有する者は

次の要件（１）から（６）を

すべて満たした者とします。
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（1）知的障害がある者

「志願資格の要件」

※主たる障害が知的障害であること
※療育手帳（愛の手帳）を取得できる程度の者

（２）将来、企業等への就労を目指す者
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（３）公共交通機関等を利用して、

自力での通学や校外における学習

活動への参加が可能な者

「志願資格の要件」

（４）志願相談を済ませた者
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（５）保護者(親権者又は後見人等をいう。以
下同じ)と同居している者で、令和８年４月１
日現在及びそれ以降も横浜市内に住所を有し、
かつ、入学後も引き続き横浜市内から通学す
ることが確実な者

※志願時に横浜市外に居住している者
については、別に定める。

「志願資格の要件」

※出願書類に（第２号様式「念書」、
第14号様式「学区外受験許可書」を添付）
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「志願資格の要件」

（６）令和８年３月31日までに中学校、
義務教育学校、中等教育学校の前期課
程、特別支援学校中学部、又は外国で
の中学校相当の教育課程（以下「中学
校等」という。）を卒業もしくは修了
見込みの者、又は令和７年３月以降に
卒業したと認められる者。
※ただし、国公私立高等学校、中等教育学校の後期課程、特別
支援学校高等部及び高等専門学校に在籍している者・在籍して
いた者を除きます。
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２ 募集校および募集人数
（募集要項１ページ 下）

（1）横浜市立日野中央高等特別支援学校
高等部 第1学年 ６４名程度

（2）横浜市立二つ橋高等特別支援学校
高等部 第1学年 ４８名程度

（3）横浜市立若葉台特別支援学校
知的障害教育部門
高等部 第1学年 ２８名程度
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３ 志願手続（志願期間）
（募集要項２ページ上）

①志願期間

令和７年10月20日（月）～10月22日（水）

②受付時間 AM １０：００～１２：００

PM １３：００～１５：００

③志願先

志願する横浜市立高等特別支援学校等

④志願状況結果

10月23日（木）中に、横浜市ホームページ

上にて志願者数を公表します。
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（２）調査書（第５号様式）を作成し、志願先の

横浜市立高等特別支援学校等に在籍校から

持参又は郵送により提出する。

提出期間

令和７年11月５日（水)～７日（金）

受付時間 持参の場合は9:00～16:00

※記載事項のチェックを行ってからご提出下さい。

４ 在籍又は出身校の校長が行う手続き
（募集要項～３ページ上）
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５ 選抜検査 （募集要項３ページ下の方）

（1）検査期日
令和７年12月３日（水）、12月４日（木）

（2）検査会場
志願先の横浜市立高等特別支援学校等

（3）検査内容
横浜市立高等特別支援学校等での学習や学校

生活について理解し、入学の意欲を判断するため
の適性検査を実施
※検査項目の概要及び出題例は、横浜市のHPに掲載
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５ 選抜検査 （募集要項３ページ中ほど）

（４）新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの

罹患等、やむを得ない事情により適性検査の

一部又は全部を受検できなかった志願者の中

で、追検査の受検を志望する者を対象として次

のとおり追検査を実施します。

なお、追検査の方法等に関し必要な事項は、

教育長が別に定めます。

＊ 追検査日時・場所

令和７年12月10日（水）

時刻 後日通知します

場所 横浜市特別支援教育総合センター
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６ 結果発表
（募集要項３ページ下）

（1）発表期日
令和７年12月11日（木）
13：00～14：00

（2）発表会場
志願先の高等特別支援学校等

（3）結果通知書を本人に配付
（受検票による本人確認を行います。当日は

本人のみ・保護者同行どちらでも可）
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高等特別支援学校等において

欠員が生じた場合

他の高等特別支援学校等の不合格者から

追加合格を行う

７ 志願者数が募集人数に満たない場合
（以下欠員が生じた場合）の対応について

（募集要項４ページ上）
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高等特別支援学校等３校間において、

第１志望校(受検をする学校）の他、

第２志望校、第３志望校を記載するこ
とができます。

第１志望校が不合格であっても、

第２志望校または第３志望校に追加合
格となる場合があります。

７ 志願者数が募集人数に満たない場合
（以下欠員が生じた場合）の対応について
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C校

募集人数

A校 B校

合 格

B校B校C校 C校

－ B校 A校

３名欠員

追加合格

(得点例） ６５ ６４ ６３ ５９ ５５

(得点例） ６６ ６２ ５６

B校 B校 B校

６５ ６３ ６２

B校 合 格

不合格

７志願者数が募集人数に満たない場合
（以下欠員が生じた場合）の対応について

第2志望校
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７ 志願者数が募集人数に満たない場合
（以下欠員が生じた場合）の対応について

追加合格者が確定したうえで、
なお欠員が生じている学校がある場合は
後期選抜を行います。

後期選抜の志願資格については志願資格の
（１）～（６）に加えて次の（７）の条件も
合わせて満たす者とします。
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（7）

横浜市立特別支援学校高等部
(知的障害教育部門)

令和８年度入学者選抜に出願した者又は、
令和８年度神奈川県立特別支援学校高等
部(知的障害教育部門)の一次募集前期選
抜に出願した者のうち、入学が決まらな
かった者。

「後期選抜志願資格の追加要件」
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7志願者数が募集人数に満たない場合
（以下欠員が生じた場合）の対応について

後期選抜の実施に関して

予定日時に関しては

前期選抜 結果発表後に

ホームページにて

お知らせいたします。
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８ その他

この募集要項に定める提出書類について、

重要事項の誤記その他事実に反する記載が

合格後に判明した場合は、

入学を許可しないことがあります。


